
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
五
十
六
号

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医

療
費
適
正
化
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

第
１

都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
指
針
と
な
る
べ
き
基
本
第
１

都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
指
針
と
な
る
べ
き
基
本

的
な
事
項

的
な
事
項

一
全
般
的
な
事
項

一
全
般
的
な
事
項

１

（略
）

１

（略

）

２
第
三
期
医
療
費
適
正
化
計
画
に
お
け
る
目
標

２
第
三
期
医
療
費
適
正
化
計
画
に
お
け
る
目
標

（略

）

（略

）

上
記
に
加
え

第
二
期
医
療
費
適
正
化
計
画
の
計
画
期
間
で
は

後
発
医

上
記
に
加
え

第
二
期
医
療
費
適
正
化
計
画
の
計
画
期
間
で
は

後
発
医

、
、

、
、

薬
品
の
使
用
促
進
に
係
る
目
標
を
位
置
付
け
て
き
た

後
発
医
薬
品
の
使
用

薬
品
の
使
用
促
進
に
係
る
目
標
を
位
置
付
け
て
き
た

後
発
医
薬
品
の
使
用

。
。

促
進
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で

平
成
2
5
年
４
月
に
策
定
し
た

「後
発
医
薬

促
進
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で

平
成
2
5年
４
月
に
策
定
し
た

「後
発
医
薬

、
、

、
、

品
の
さ
ら
な
る
使
用
促
進
の
た
め
の
ロ

ード
マ
ッ
プ

」に
お
い
て

平
成
3
0

品
の
さ
ら
な
る
使
用
促
進
の
た
め
の
ロ

ード
マ
ッ
プ

」に
お
い
て

平
成
3
0

、
、

年
３
月
末
ま
で
に

後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合
を
6
0％
以
上
と
す
る
こ
と
を

年
３
月
末
ま
で
に

後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合
を
6
0％
以
上
と
す
る
こ
と
を

、
、

目
標
と
し
て
取
組
を
推
進
し
て
き
た

そ
の
後

後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合

目
標
と
し
て
取
組
を
推
進
し
て
き
た

そ
の
後

後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合

。
、

。
、

は
着
実
に
伸
び
続
け
て
お
り

こ
う
し
た
状
況
も
踏
ま
え

経
済
・
財
政
再

は
着
実
に
伸
び
続
け
て
お
り

こ
う
し
た
状
況
も
踏
ま
え

経
済
・
財
政
再

、
、

、
、

生
計
画
に
お
い
て

平
成
2
9
年
央
に
7
0％
以
上
と
す
る
と
と
も
に

平
成
3
0

生
計
画
に
お
い
て

平
成
2
9
年
央
に
7
0
％
以
上
と
す
る
と
と
も
に

平
成
3
0

、
、

、
、

年
度
か
ら
平
成
32
年
度
末
ま
で
の
間
の
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
8
0
％
以
上
と

年
度
か
ら
平
成
3
2
年
度
末
ま
で
の
間
の
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
8
0％
以
上
と

す
る
新
た
な
目
標
が
位
置
付
け
ら
れ
た

そ
し
て

こ
の
8
0
％
以
上
と
す
る

す
る
新
た
な
目
標
が
位
置
付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

こ
う
し
た
動
き
を

。
、

。

目
標
の
具
体
的
な
達
成
時
期
に
つ
い
て
は

「経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基

踏
ま
え

第
三
期
医
療
費
適
正
化
計
画
の
計
画
期
間
に
お
い
て
は

都
道
府

、
、

、

本
方
針
2
0
1
7

」
（平
成
2
9年
６
月
９
日
閣
議
決
定

）に
お
い
て

平
成
3
2
年

県
に
お
い
て
も
数
値
目
標
を
設
定
し

国
と
一
体
と
な
っ
て

後
発
医
薬
品

、
、

、

９
月
ま
で
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

こ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え

第
三
期

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
等
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
と
す
る

。
、

医
療
費
適
正
化
計
画
の
計
画
期
間
に
お
い
て
は

都
道
府
県
に
お
い
て
も
数

、
。

値
目
標
を
設
定
し

国
と
一
体
と
な
っ
て

後
発
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と

、
、

が
で
き
る
環
境
の
整
備
等
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

（略

）

（略

）

３
５

（略

）

３
５

（略

）

～
～

二
計
画
の
内
容
に
関
す
る
基
本
的
事
項

二
計
画
の
内
容
に
関
す
る
基
本
的
事
項

１
住
民
の
健
康
の
保
持
の
推
進
に
関
し

都
道
府
県
に
お
い
て
達
成
す
べ
き

１
住
民
の
健
康
の
保
持
の
推
進
に
関
し

都
道
府
県
に
お
い
て
達
成
す
べ
き

、
、

目
標
に
関
す
る
事
項

目
標
に
関
す
る
事
項



第
三
期
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
に
お
け
る

「住
民
の
健
康
の
保
持

第
三
期
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
に
お
け
る

「住
民
の
健
康
の
保
持

の
推
進

」に
関
す
る
目
標
と
し
て
は

お
お
む
ね
以
下
の
も
の
を
定
め
る
こ

の
推
進

」に
関
す
る
目
標
と
し
て
は

お
お
む
ね
以
下
の
も
の
を
定
め
る
こ

、
、

と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る

と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る

。
。

こ
れ
ら
の
目
標
に
つ
い
て
は

第
５
に
掲
げ
る
こ
の
方
針
の
見
直
し
を
踏

こ
れ
ら
の
目
標
に
つ
い
て
は

第
５
に
掲
げ
る
こ
の
方
針
の
見
直
し
を
踏

、
、

ま
え

必
要
に
応
じ
見
直
し
を
行
う

ま
え

必
要
に
応
じ
見
直
し
を
行
う

、
。

、
。

⑴
・
⑵

（略

）

⑴
・
⑵

（略

）

⑶
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
減
少
率
に
関

⑶
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
減
少
率
に
関

す
る
数
値
目
標

す
る
数
値
目
標

①
基
本
的
な
数
値
目
標

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
減
少
率
に
関

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
減
少
率

（

す
る
各
都
道
府
県
の
目
標
値
は

平
成
2
0
年
度
と
比
べ
た

平
成
3
5
年
度

、
、

特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
の
減
少
率
を
い
う

以
下
こ
の
①
に
お
い
て

時
点
で
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
減
少

。

同
じ

）に
関
す
る
各
都
道
府
県
の
目
標
値
は

平
成
2
0
年
度
と
比
べ

率
を

2
5
％
以
上
の
減
少
と
す
る
こ
と
を
目
安
に

各
都
道
府
県
に
お
い

。
、

、
、

た
平
成
3
5年
度
時
点
で
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者

て
設
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

、
。

及
び
予
備
群
の
減
少
率
を

2
5
％
以
上
の
減
少
と
す
る
こ
と
を
目
安
に

減
少
率
は

各
都
道
府
県
に
お
け
る

平
成
2
0
年
度
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

、
、

、

各
都
道
府
県
に
お
い
て
設
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
推
定
数

（平
成
2
0
年
度
の
年
齢

、
。

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
減
少
率
は

階
層
別

（4
0
歳
か
ら
7
4歳
ま
で
の
５
歳
階
級

）及
び
性
別
で
の
メ
タ
ボ
リ

各
都
道
府
県
に
お
け
る

平
成
2
0年
度
の
特
定
保
健
指
導
対
象
者
の

ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
が
含
ま
れ
る
割
合
を

平
成

、
、

、

推
定
数

（平
成
2
0
年
度
の
年
齢
階
層
別

（4
0
歳
か
ら
7
4
歳
ま
で
の
５
歳

3
6年
１
月
１
日
現
在
で
の
住
民
基
本
台
帳
人
口

（年
齢
階
層
別

（40
歳
か

階
級

）及
び
性
別
で
の
特
定
保
健
指
導
対
象
者
が
含
ま
れ
る
割
合
を

ら
7
4
歳
ま
で
の
５
歳
階
級

）及
び
性
別

）で
乗
じ
た
数
を
い
う

以
下
同

、
。

平
成
20
年
３
月
31
日
現
在
で
の
住
民
基
本
台
帳
人
口

（年
齢
階
層
別

（

じ

）か
ら
平
成
35
年
度
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及

。

4
0
歳
か
ら
7
4歳
ま
で
の
５
歳
階
級

）及
び
性
別

）で
乗
じ
た
数
を
い
う

び
予
備
群
の
推
定
数

（平
成
3
5
年
度
の
年
齢
階
層
別

（4
0
歳
か
ら
7
4
歳
ま

以
下
同
じ

）か
ら
平
成
3
5
年
度
の
特
定
保
健
指
導
対
象
者
の
推
定

で
の
５
歳
階
級

）及
び
性
別
で
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当

。
。

数

（平
成
3
5年
度
の
年
齢
階
層
別

（4
0歳
か
ら
7
4歳
ま
で
の
５
歳
階
級

者
及
び
予
備
群
が
含
ま
れ
る
割
合
を

平
成
3
6
年
１
月
１
日
現
在
で
の
住

、

）及
び
性
別
で
の
特
定
保
健
指
導
対
象
者
が
含
ま
れ
る
割
合
を

平
成

民
基
本
台
帳
人
口

（年
齢
階
層
別

（4
0歳
か
ら
7
4歳
ま
で
の
５
歳
階
級

）

、

2
0
年
３
月
31
日
現
在
で
の
住
民
基
本
台
帳
人
口

（年
齢
階
層
別

（4
0
歳

及
び
性
別

）で
乗
じ
た
数
を
い
う

）を
減
じ
た
数
を

平
成
2
0
年
度
の

。
、

か
ら
7
4
歳
ま
で
の
５
歳
階
級

）及
び
性
別

）で
乗
じ
た
数
を
い
う

）

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
推
定
数
で
除
し

。

を
減
じ
た
数
を

平
成
2
0
年
度
の
特
定
保
健
指
導
対
象
者
の
推
定
数
で

て
算
出
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

、
。

除
し
て
算
出
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

な
お

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
減
少

。
、

②
そ
の
他
の
数
値
目
標

率
に
加
え

非
服
薬
者

（高
血
圧
症

脂
質
異
常
症
又
は
糖
尿
病
の
治
療

、
、

①
に
加
え

特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
で
は
な
く

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

に
係
る
薬
剤
を
服
用
し
て
い
な
い
者
を
い
う

）の
う
ち
の
メ
タ
ボ
リ
ッ

、
、

。



シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
減
少
率
並
び
に
非
服
薬
者

（

ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
減
少
率
並
び
に
特
定
保
健
指

高
血
圧
症

脂
質
異
常
症
又
は
糖
尿
病
の
治
療
に
係
る
薬
剤
を
服
用
し

導
対
象
者
数
の
減
少
率
そ
れ
ぞ
れ
の
推
移
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る

特
、

。

て
い
な
い
者
を
い
う

）の
う
ち
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
の

定
保
健
指
導
対
象
者
数
の
減
少
率
も

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ーム
該

。
、

該
当
者
及
び
予
備
群
の
減
少
率
を
算
出
し

そ
れ
ぞ
れ
の
推
移
も
①
と

当
者
及
び
予
備
群
の
減
少
率
と
同
様
の
手
法
で
年
齢
階
層
別
に
補
正
し
て

、

併
せ
て
見
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

な
お

こ
れ
ら
の
減
少
率
も

算
出
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

。
、

。

①
と
同
様
の
手
法
で
年
齢
階
層
別
に
補
正
し
て
算
出
す
る
こ
と
が
考

、え
ら
れ
る
。

⑷
⑺

（略
）

⑷
⑺

（略

）

～
～

２
医
療
の
効
率
的
な
提
供
の
推
進
に
関
し

都
道
府
県
に
お
い
て
達
成
す
べ

２
医
療
の
効
率
的
な
提
供
の
推
進
に
関
し

都
道
府
県
に
お
い
て
達
成
す
べ

、
、

き
目
標
に
関
す
る
事
項

き
目
標
に
関
す
る
事
項

第
三
期
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
に
お
い
て
は

病
床
機
能
の
分
化

第
三
期
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
に
お
い
て
は

病
床
機
能
の
分
化

、
、

及
び
連
携
の
推
進
並
び
に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
推
進
を
目
指

及
び
連
携
の
推
進
並
び
に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
推
進
を
目
指

す
と
と
も
に

「医
療
の
効
率
的
な
提
供
の
推
進

」に
関
す
る
目
標
と
し
て

す
と
と
も
に

「医
療
の
効
率
的
な
提
供
の
推
進

」に
関
す
る
目
標
と
し
て

、
、

お
お
む
ね
以
下
の
も
の
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る

お
お
む
ね
以
下
の
も
の
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る

、
。

、
。

こ
の
目
標
に
つ
い
て
は

第
５
に
掲
げ
る
こ
の
方
針
の
見
直
し
を
踏
ま
え

こ
の
目
標
に
つ
い
て
は

第
５
に
掲
げ
る
こ
の
方
針
の
見
直
し
を
踏
ま
え

、
、

見
直
し
を
行
う

見
直
し
を
行
う

、
。

、
。

⑴
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
関
す
る
数
値
目
標

⑴
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
関
す
る
数
値
目
標

後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合
を
平
成
3
2年
９
月
ま
で
に
8
0
％
以
上
と
す
る

後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合
を
平
成
2
9年
央
に
7
0
％
以
上
と
す
る
と
と
も

と
い
う
国
に
お
け
る
新
し
い
目
標
を
踏
ま
え

都
道
府
県
に
お
い
て
も

に
平
成
3
0年
度
か
ら
平
成
3
2
年
度
末
ま
で
の
間
の
な
る
べ
く
早
い
時
期

、
、

、

こ
の
目
標
の
達
成
に
向
け

患
者
及
び
医
療
関
係
者
が
安
心
し
て
後
発
医

に
80
％
以
上
と
す
る
と
い
う
国
に
お
け
る
新
し
い
目
標
を
踏
ま
え

都
道

、
、

薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
策
の

府
県
に
お
い
て
も

こ
の
目
標
の
達
成
に
向
け

患
者
及
び
医
療
関
係
者

、
、

、

策
定
や
普
及
啓
発
の
取
組
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る

が
安
心
し
て
後
発
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

後
発
医
薬

。
、

品
の
使
用
促
進
策
の
策
定
や
普
及
啓
発
の
取
組
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

こ
の
た
め

各
都
道
府
県
に
お
い
て
は

後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
に

こ
の
た
め

各
都
道
府
県
に
お
い
て
は

後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
に

、
、

、
、

係
る
環
境
の
整
備
を
図
る
観
点
か
ら

平
成
3
2
年
９
月
ま
で
に
後
発
医
薬

係
る
環
境
の
整
備
を
図
る
観
点
か
ら

平
成
3
2
年
度
末
ま
で
に
後
発
医
薬

、
、

品
の
使
用
割
合
を
8
0
％
以
上
と
す
る
こ
と
を
前
提
に

計
画
期
間
の
最
終

品
の
使
用
割
合
を
8
0
％
以
上
と
す
る
こ
と
を
前
提
に

計
画
期
間
の
最
終

、
、

年
度
の
平
成
3
5年
度
に
は

後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合
が
8
0
％
以
上
に
到

年
度
の
平
成
3
5
年
度
に
は

後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合
が
8
0
％
以
上
に
到

、
、

達
し
て
い
る
と
す
る
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
や

普
及
啓
発
等
施
策
に
関

達
し
て
い
る
と
す
る
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
や

普
及
啓
発
等
施
策
に
関

、
、

す
る
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

す
る
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

。
。



⑵

（略

）

⑵

（略

）

４
８

（略

）

４
８

（略

）

～
～

三

（略

）

三
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）


